
◆一般病棟（91床）

5. 明細書の発行状況に関する事項

6. 保険外負担に関する事項

※ 病状等により医師が指示した場合はこの限りではありません。

入院期間（一般病棟での通算入院）が、180日を越える場合は一般病棟入院基本料の

2,717円（15％）を特定療養費として自己負担していただきます。

2人部屋B 4 301・315・408・409 6,000円

差額4床室 4 306・311・506・507 2,500円

個室B 3 302・310・313 14,000円

2人部屋A 5 501・502・503・505・508 9,000円

特別室 1 509 24,000円

個室A 5 307・308・309・406・407 16,000円

 ※ 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき

明細書の発行を希望される方は、窓口にてその旨お申し出下さい。

・ 特別の療養環境の提供（室料差額料金について）（1日につき）

区分 部屋数 病室 料金（1日使用料・税込み）

③ ②のうち、所得が一定基準に満たない方など ¥110

②住民税非課税の世帯に属する方は、９１日目以降の入院1食190円（手続きが必要です。）

厚生労働大臣の定める掲示事項

当病院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の

 診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

区分 負担額

① 一般の方 ¥510

② 住民税非課税の世帯に属する方（③を除く） ¥240

◇ 入院時食事療養について

・ 当病院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時

（ 朝食：8:00 / 昼食：12:00 / 夕食：18:00 ）、適温で提供しています。

・ 入院時食事療養の標準負担額について 〔1食あたりの負担額〕

1. 入院基本料に関する事項

＊当病棟では、1日に10人以上の看護職員が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。

・夕方16時30分～朝9時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は、14人以内です。

厚生労働大臣の定める掲示事項 病床数　91

◇ 医療法人弘仁会板倉病院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

①入院患者数91人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料2を算定していいます。

・朝8時45分～夕方17時15分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は、6人以内です。

・3階病棟42人/4階・5階病棟49人です。



・ 保険外負担に関する事項

※記載内容により金額が変動する場合があります。

画像診断コピー代 １枚 ¥1,300 薬剤容器代 1個 ¥110

成年後見用診断書 １通

※英文は、上記に対して2,000 円の加算となります。

セカンドオピニオン情報提供料 1通 ¥2,500 診察券再発行 1枚 ¥230

セカンドオピニオン外来（30分ごとに） 1回 ¥11,000 面談料（30分ごとに） 1回 ¥5,500

¥7,700 弁護士法に基づく回答書 １通 ¥3,300

自立支援医療（精神通院）診断書 １通 ¥7,700 裁判所所定用紙診断書 １通 ¥3,300

身体障害者診断書 １通 ¥7,700 介護保険ショ-トステイ・通所等利用診断書 １通 ¥3,300

年金診断書 １通 ¥7,700 特別養護老人ホ-ム等入所診断書 １通 ¥3,300

臨床調査個人票 １通 ¥3,300 老人保健入所用診断書 １通 ¥3,300

医療費領収証明書 １通 ¥550 死亡診断書 １通 ¥5,500

受診状況等証明書 １通 ¥3,300 保険会社死亡診断書 １通 ¥6,600

治癒証明書 １通 ¥550 保険会社診断書・証明書 １通 ¥6,600

入院証明書（1 回の入院につき） １通 ¥5,500 診断書（警察用） １通 ¥5,500

在院・通院証明書（事務処理） １通 ¥550 医療照会兼回答書 １通 ¥11,000

在院・通院証明書（医師署名） １通 ¥3,300 自賠責後遺症診断書 １通 ¥7,700

通院証明書 １通 ¥550 自賠責明細書 １通 ¥5,500

病院書式診断書 １通 ¥3,300 自賠責診断書 １通 ¥6,600

◆〔文書料等について〕

申込書の種類 料金※消費税込み 申込書の種類 料金※消費税込み

診療録開示手数料 1件 ¥2,000 診療録開示書面コピー 1枚 ¥20

エンジェルセット ¥22,000 浴衣 ¥5,500

付き添いベッド料 1日 ¥550 書類コピー 1枚 ¥10


